
六
世
阻
革
宵
周
ユ
ャ

-a'mヨ
理
由
橿
噛
圏
可
『
畢
周
-
四
一
日
置
骨
}

辛子韓日一月一+勾主主五ヲ何回

鵠

剛

晶

叢

遊
興
税
の
若
干
問
題
・
・
ゅ
“
齢
制
由
法
華
博
士

日
本
の
家
族
制
度
さ
民
法
・
・
・
・
・
・
文
皐
博
士

韻

苑

勢
力
ミ
経
漕
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
丈
風
土
博
士

徳
川
時
代
の
工
業
三
附
冊
一
年
世
ホ
"
腕
州
四
十
土

米
の
卸
責
相
場
ご
小
責
相
場
さ
の
関
係
経
一
商
事
士

世
界
商
品
債
格
の
決
定
・
・
・
・
・
-
-
落
事
博
士

燭
逸
荏
国
税
制
の
崩
壊
さ
財
政
調
整
法
・
-
経
済
墜
土

師
属
理
論
の
一
考
察
・
・
・
・
・
・
・
・
き
ま
+
士

雑

録

元
旅
時
代
鯖
農
武
士
の
家
計
・
・
・
・
・
緊
判
事
博
士

統
計
拾
穂
抄
.•. 

・
・
・
・
・
・
・
法
皐
博
士

正
司
考
棋
の
事
責
反
射
論
・
・
・

2

・
-
経
主
主

附

山

錦

脚

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題

禁

輔

範

三紳

浦戸

周正

行主佳

柴 中作谷 2皆高

田川田口!野田
奥 )!FIJ
之嘉吉 :kf呆

敬助一彦.I~IIS 馬

黒

正

巌

財

部

静

治

堀

江

保

蔵



徳
川
時
代
の
工
業
三
一
商
業
資
本

-:-f.l. 

官

野

耳B

太

不日

緒

一一口

徳
川
時
代
殊
に
其
の
中
葉
以
降
に
於
て
は
平
和
打
漬
き
で
園
民
の
生
活
程
度
は
向
上
し
、
支
配
者
階
級
は
勿
論

宮
豪
の
間
仁
者
修
的
欲
望
が
増
大
し
て
工
塞
ロ
聞
に
封
す
る
需
要
増
加
し
、
且
又
諸
藩
に
於
て
も
玄
の
国
産
奨
励
策

を
採
り
た
る
た
め
、
工
業
は
大
に
後
注
し
た
。
帽
し

J
L
R
の
r
ム
業
捕
織
も
之
に
随
仲
し
C
縫
悲
し
、
殊
に
織
物
工

業
に
於
て
は
手
工
業
よ
り
家
内
工
業
へ
さ
進
展
し
、
其
の
経
緯
白
も
漸
究
資
本
家
的
の
色
彩
を
帯
び
、
主
(
慮
に
は
顧

客
生
産
の
み
な
ら
や
商
品
生
産
も
大
に
興
っ
た
叫
か
く
の
加
〈
工
業
が
愛
達
す
る
に
就
き
て
は
、
業
の
寵
替
に
商

業
資
本
が
大
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
又
商
業
費
本
の
利
用
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
工
業
も
大
に
愛
達
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

抑
も
徳
川
時
代
の
中
期
以
降
我
国
の
軽
海
は
商
業
資
本
主
義
制
を
採
り
、
商
業
資
本
が
紹
ぺ
て
の
艦
、
持
活
動
を

支
配
し
た
。
卸
ち
生
産
活
動
は
申
す
に
及
ば
や
消
費
活
動
に
至
る
迄
商
業
資
本
が
之
を
支
配
し
、
其
の
勢
力
た
る

や
殆
ん
ど
全
国
的
に
及
ん
で
居
化
。
荻
生
狙
徳
が
主
(
の
「
政
談
」
に
『
商
人
の
勢
盛
に
成
て
、
日
本
国
中
の
商
人
通

じ
て
一
枚
さ
成
、
物
の
直
段
も
遠
同
幽
さ
御
城
下
さ
釣
合
て
居
る
故
、
数
百
高
人
の
商
人
一
枚
さ
な
3

り
た
る
勢
に
は

勝
れ
ぬ
事
に
て
、
何
程
御
城
下
に
て
御
下
知
有
て
も
、
物
の
直
段
下
ら
ね
筋
も
有
』
守
」
言
~
る
如
く
、
商
業
資
本

説

苑

徳
川
時
代
の
工
業
と
商
業
資
本

第
三
十
一
巻

第
主
務

六
六
七
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徳
川
時
代
の
工
業
と
商
業
資
本

第
三
十
一
巻

手E

六
六
凡

第
五
拡

"3i 

が
人
々
の
情
豊
活
動
迄
を
も
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
又
物
債
を
引
下
げ
ん
乏
し
化
ザ
」
こ
ろ
の
「
天
保
の
改
革
」
が
失

敗
し
た
こ
さ
は
、
取
り
も
直
さ
や
商
業
資
本
が
如
何
に
営
時
の
経
慣
枇
舎
を
支
配
し
た
か
を
如
買
に
物
語
っ
て
居

れ
。
而
し
て
商
業
資
本
主
義
時
代
に
於
け
る
工
業
は
、
其
の
後
蓮
を
遂
行
、
る
に
就
き
て
、
是
非
共
商
業
資
本
を
利

用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
元
来
工
業
が
未
だ
手
工
業
時
代
じ
あ
る
時
に
は
、
其
の
樫
替
が
小
規
模
で
あ
る
允
め
、
業

蕗
に
商
人
の
介
在
す
る
斡
地
は
殆
ん

J

ざ
わ
り
得
な
い
。
然
る
に
工
業
か
後
展
し
て
家
内
工
業
時
代
じ
進
展
す
れ
ば
、

業
の
工
業
生
産
に
必
要
な
る
原
料
を
仕
入
れ
、
或
は
又
主
(
の
生
産
し
た
る
商
品
ぞ
販
買
す
る
に
就
き
て
、
是
非
共

商
人
め
仲
介
を
供
わ
い
ザ
ロ
子
ぞ
特
ゴ
子
、
ご
じ
な
ゐ
。
悲
し
中
部
内
工
諜
相
慨
に
批
一
庶
す
れ
ば
‘
牝
(
の
凱
料
大

J

じ
な
山

花
め
、
従
来
の
如
き
小
範
園
内
に
於
て
は
、
原
料
の
仕
入
及
び
生
産
品
の
販
貰
は
之
を
完
全
じ
行
ふ
こ
さ
が
不
可

能
さ
な
り
、
誌
に
か
、
る
業
務
に
就
き
て
一
屠
庚
汎
な
る
知
識
を
有
す
る
商
人
に
其
の
援
助
を
訴
へ
ざ
る
を
特
ぎ

る
こ
ど
じ
な
り
、
又
大
規
模
で
工
業
生
産
が
行
れ
る
こ
さ
仁
な
れ
ば
、
勢
ひ
大
資
本
を
要
す
る
こ
さ
に
な
る
が
、

元
来
手
工
業
者
は
夫
程
大
な
る
資
本
を
有
せ
ざ
る
た
め
、
業
の
資
本
も
商
人
よ
り
借
ら
ざ
る
を
特
ざ
る
こ
さ
じ
な

り
、
悲
じ
於
て
始
め
て
商
業
資
本
は
工
業
仁
間
接
的
に
関
係
を
有
す
る
こ
ぜ
に
な
っ
た
。
然
る
に
商
人
よ
り
借
り

た
る
資
本
が
返
済
期
限
仁
返
済
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
に
は
、
商
人
は
止
む
を
得
や
其
の
工
業
生
産
に
従
事
せ
ざ
る
を

得
ざ
る
こ
さ
に
な
り
て
、
遂
に
商
業
資
本
が
工
業
を
直
接
的
に
支
配
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
而
し
て
徳
川
時
代
に

於
げ
る
工
業
の
内
最
も
多
大
の
資
本
を
要
し
た
る
も
の
は
醸
造
業
で
あ
っ
允
允
め
、
従
っ
て
叉
商
業
資
本
は
醸
造

業
じ
於
て
最
も
頴
若
に
活
躍
し
た
。
今
商
業
資
本
が
工
業
を
支
配
す
る
に
至
り
た
る
経
過
を
、
日
野
商
人
の
醸
迄

業
経
笹
に
就
き
て
窺
ひ
、
以
て
我
園
商
業
資
本
主
義
時
代
の
一
端
を
明
じ
し
よ
う
。

3'頁4)高橋亀吉、日:本資本主義軍基達奥



一一
日
野
商
人
の
賛
展

徳
川
時
代
商
業
活
動
は
勿
論
葉
の
他
組
ぺ
て
の
鰹
樺
活
動
に
活
躍
し
、
以
て
商
業
資
本
家
の
代
表
的
人
物
さ
な

、
り
た
る
近
江
商
人
は
主
ざ
し
て
八
幡
・
日
野
及
び
五
箇
荘
方
面
よ
り
出
て
居
h
、
又
主
(
の
棋
境
地
を
異
に
す
る
に

従
ひ
、
夫
れ
/
t
h
業
の
活
動
を
異
じ
し
て
居
る
。
却
も
葉
の
行
商
の
直
域
、
開
興
す
る
管
業
の
種
類
及
び
業
の
営

業
方
法
等
皆
相
違
し
、
各
々
其
の
特
色
を
発
揮
し
て
居
る
。

日
野
に
は
延
暦
寺
領
の
開
係
よ
り
早
〈
よ
り
市
が
成
立
し
て
居
た
の
で
あ
ら
う
が
、
日
野
市
に
閲
す
る
記
録
は

臓
水
一
ニ
十
三
年
七
月
四
日
開
の
日
官
紳
枇
文
書
が
最
初
E
わ
る
c

北
の
線
開
。
相
物
"
檎
物
の
三
一
地
伝
有
じ
も
上
下
二

市
に
別
れ
、
各
々
市
紳
を
祭
つ
わ
ん
。
日
野
は
元
来
蒲
生
氏
の
所
領
で
、
蒲
生
秀
行
が
中
野
域
邸
中
h
J

日
野
城
を
構
ひ

た
る
た
め
)
城
下
町
ざ
し
て
費
這
し
、
其
の
後
定
秀
の
時
に
至
h
て
は
町
制
ぞ
定
む
る
迄
に
市
街
は
費
達
し
た
。

氏
郷
は
日
野
市
街
の
繁
築
を
間
る
が
た
め
、
信
長
の
安
士
山
詑
に
倣
ひ
て
、
城
下
町
旋
十
ニ
ヶ
僚
を
規
定
し
、
以

て
日
野
商
人
の
保
護
仁
努
力
し
た
。
氏
郷
の
伊
勢
松
ケ
島
城
移
封
後
、
日
野
商
人
は
大
打
撃
を
受
け
た
が
、
蒲
生

氏
に
謝
す
る
思
慕
の
念
よ
り
、
日
野
商
人
の
国
外
行
商
人
は
一
層
盛
ざ
な
り
.
其
の
徳
川
氏
の
保
護
に
よ
り
て
、

其
の
設
展
は
一
層
助
長
さ
れ
た
。

蒲
生
氏
に
重
代
の
恩
顧
を
受
け
た
る
日
野
町
民
は
、
其
の
伊
勢
及
び
曾
津
に
移
封
さ
れ
る
や
、
奮
主
に
随
ひ
て

移
住
し
た
る
者
少
な
く
、
靖
生
氏
も
亦
移
住
後
三
雄
も
日
野
の
こ
さ
を
忘
却
し
な
か
っ
た
ロ
め
、
日
野
町
民
は
絶
え

や
蒲
生
氏
の
城
下
へ
往
復
し
て
居
た
。
此
の
雨
地
聞
を
屡
々
往
復
す
る
の
結
果
、
彼
等
は
其
の
沿
道
の
経
済
事
情

説

徳
川
時
代
の
工
業
と
商
業
資
本

六
六
九

第
五
日
瑞

五ー

苑

第
三
十
一
巻

1)近江商人に就きでは拙稿「近江商人の活躍に就いてJ(経済論叢第二十八巻第六
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徳
川
時
代
の
工
業
主
商
業
資
本

第
三
十
一
巻

六
七
O

第
五
披

五
四

を
具
に
観
察
す
る
の
機
舎
を
得
、
之
が
抑
も
彼
等
を
し
て
大
活
躍
せ
し
な
る
素
因
ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
野
は

元
来
工
業
の
感
な
る
土
地
で
あ
っ
て
、
日
野
商
人
は
日
野
に
於
て
生
産
せ
ら
れ
た
る
棺
物
印
も
漆
器
を
持
参
し
て
、

始
め
伊
勢
方
面
よ
り
中
仙
道
筋
密
行
商
し
士
。
併
し
此
の
漆
器
所
謂
日
野
椀
の
販
買
は
貞
享
・
元
蔽
を
其
の
最
盛

期
さ
な
し
、
爾
来
其
の
貰
行
は
激
減
す
る
に
一
主
っ
た
が
、
か
の
命
目
津
名
産
の
合
津
没
、
信
州
飯
田
の
漆
器
、
名
古

屋
の
青
貝
、
会
等
は
皆
日
野
商
人
に
よ
り
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o

元
職
以
降
日
野
商
人
の
行
商
品
ざ
し
て
重
要
ご
な
ち
允
る
も
の
は
貢
薬
で
あ
っ
て
、
正
野
支
一
一
一
に
よ
り
て
調
製

合
札
口
る
同
府
九
其
似
仙
の
能
賞
黙
の
悶
史
以
却
し
じ
1

J

て
椛

γ一な
h
、
棋
の
刷
出
計
限
賢
い
れ
い
杭
ホ
ザ
す
め
訓
引
が
漸
次

増
加
し
た
る
結
果
、
組
合
を
設
く
る
の
必
要
を
生
じ
化
。
寛
保
三
年
四
月
領
主
の
郡
.
奉
行
へ
提
出
し
た
る
読
書
に

連
名
し
た
る
買
薬
業
者
の
敷
は
貫
に
萱
百
九
名
の
多
数
に
達
し
た
。
而
し
て
日
野
商
人
は
一
宮
仁
買
薬
の
み
な
ら
す
、

茶
・
呉
服
・
太
物
等
を
も
行
商
し
、
就
中
茶
の
販
買
は
盛
で
あ
っ
た
。

日
野
商
人
は
か
く
の
如
く
漆
器
・
買
薬
・
茶
・
呉
服
・
太
物
類
。
乞
中
仙
道
方
面
へ
行
商
し
た
が
、
行
商
地
の
事

情
に
通
中
る
に
従
ひ
、
漸
衣
各
地
に
庖
舗
を
設
く
る
こ
さ
に
な
っ
た
。
而
し
て
彼
等
の
出
底
し
た
る
場
所
は
、
三

里
四
主
1

鍋
飯
を
食
ふ
所
へ
底
を
出
せ
し
さ
の
諺
の
如
く
、
主
ざ
し
て
関
東
地
方
の
回
合
町
で
あ
っ
た
。
何
時
頃
よ

り
出
居
し
始
め
た
か
さ
い
ふ
に
、
慨
に
寛
文
年
聞
の
深
井
吉
兵
衛
を
其
の
最
初
芝
し
、
谷
長
右
衛
門
の
一
苅
鵡
六
年
、

谷
田
庄
兵
衛
・
島
崎
専
治
の
元
職
十
六
年
等
を
古
し
さ
し
、
爾
来
年
を
笹
る
に
随
ひ
其
の
数
の
増
加
し
た
る
こ
ご

は
衣
の
表
に
よ
h
て
明
で
あ
る
。

槙
川
時
代
日
野
商
人
の
出
底
表



年

務

元
操
以
前

享

保
寛

延
天

明

支

一

政

安

政
慶

臆

出
底
抜四五一一一O一一一

i喝天策費元元年

g 保政暦文様 '5})t

出
唐
教大一一一一O」ノ日八

文弘享明寛賞年

久 化 都l和保永被

出
屑

ハニハ一一一車交

元嘉文安延正年

治ノk化永享徳 m;t

出
底
数L ー 」 → ー

ハハニー

出
底
の
所
在
地
を
見
る
仁
、
群
馬
・
栃
木
。
埼
玉
・
東
京
・
茨
城
・
静
岡
の
府
牒
仁
多
く
、
一
二
乎
山
梨
・
神
奈
川
"
千

葉
ω

長
野
ゅ
官
城
小
山
形
等
の
諸
腕
以
北
仁
吹
い
t

で
居
る
。
而
し
て
某
の
出
屈
の
器
業
は
始
め
は
芳
一
の
行
商
品
を
販

貰
し
、
傍
ら
質
屋
業
を
粂
経
由
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
伎
に
は
後
遇
す
る
如
く
、
主
ざ
し
て
資
木
貸
借
閥
係
よ
り

し
て
、
其
の
悉
く
は
醸
造
業
に
轄
じ
、
其
の
結
果
日
野
商
人
さ
言
へ
ば
関
東
地
方
の
醸
造
業
者
を
聯
想
せ
し
む
る

に
至
っ
た
。
而
し
て
此
の
航
勢
は
今
日
仁
至
る
も
筒
持
績
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
賦
勢
hv-
窺
ふ
資
料
f」

左
の
表
を
引
用
し
よ
う
。
表
は
明
治
三
十
九
年
に
作
成
さ
れ
た
る
日
野
商
人
出
庄
の
崎
営
業
種
類
別
に
闘
す

表
で
あ
る
。

し
て

る

調

業

種

類

醤
消
・
味
噌

酢陶

器
設

苑

居

敷八
五一一一一七一一一

替

業

種

類

、
調
・
醤
油

酒
醤
油
・
味
噌

雑

貨

紙

徳
川
時
代
白
工
業
と
商
業
資
本

底

数回

O一Oじ一一一

替

業

種

類

醤

油

薬米生

主主
第
三
十
一
巻

底

二五八三数

ノ、

七

此
官
業
種
類

呉
服
・
太
物

荒

物
煙

草
L
i
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五
披

五
六

此
の
表
じ
よ
り
て
明
な
る
如
く
、
酒
の
醸
造
は
全
出
庖
数
の
約
三
分
の
一
そ
占
め
、
倫
酒
・
醤
油
の
醸
造
業
よ

h
見
れ
ば
そ
れ
は
金
瞳
の
五
分
の
三
に
達
し
て
居
る
。
忍
に
於
て
生
や
る
問
題
は
、
然
ら
ば
日
野
商
人
は
如
何
に

し
て
醸
造
業
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
ざ
い
ふ
・
}
さ
で
あ
る
。
項
を
改
め
て
其
の
経
過
を
窺
ム
こ
さ

，.
J

-

h

，。

ド

l
'
L
1
d
z
J

一一一

.'n二
ね;!.

株;

酒

日
野
市
人
の
最
も
多
〈
従
事
し
付
る
市
か
も
醗
治
業
の
内
最
も
多
く
資
本
な
要
す
る
禍
誼
業
に
如
何
に
し
て

日
野
商
人
が
従
事
す
る
に
至
っ
た
か
の
経
過
を
次
に
窺
ふ
こ
ご
に
す
る
が
、
先
づ
徳
川
時
代
に
於
け
る
酒
造
株
じ

就
き
て
其
の
概
略
を
究
め
る
ニ
さ
に
し
よ
う
。

摘
の
醸
造
は
必
す
米
穀
の
消
農
を
件
ひ
、
而
か
も
食
用
米
以
外
に
於
げ
る
米
の
最
大
の
需
要
は
却
も
酒
造
に
存

し
た
る
た
め
、
業
の
米
債
政
策
上
よ
h
之
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
二
日
』
は
既
に
鎌
倉
幕
府
の
屡
々
採
っ
た
ご
こ
ろ

で
あ
る
が
、
業
の
後
徳
川
時
代
に
於
て
は
其
の
米
債
調
節
上
、
幕
府
の
酒
造
に
劃
す
る
政
策
は
一
層
重
要
な
る
役

割
九
百
演
じ
た
。
而
し
て
又
人
々
に
質
素
禁
欲
を
奨
励
す
る
の
策
ざ
し
て
も
、
又
酒
造
に
劃
し
て
種
々
の
施
設
が
行

は
れ
わ
ん
の
で
あ
っ
て
、
主
(
の
施
設
の
内
主
ご
し
て
醸
造
額
の
制
限
が
頭
々
ご
し
て
行
は
れ
た
。

偉
川
幕
府
の
酒
造
政
策
ざ
し
て
最
も
頴
著
な
る
も
の
は
却
も
酒
造
株
の
制
定
で
あ
る
。
徳
川
時
代
の
初
期
酒
の

醸
造
漸
く
盛
ざ
な
り
、
ぞ
れ
が
た
め
米
穀
の
消
費
が
年
を
逐
ふ
て
増
加
し
た
た
め
、
幕
府
は
米
穀
の
騰
貴
せ
ん
こ

ご
を
虞
れ
、
途
に
明
暦
三
年
酒
家
の
造
石
米
を
調
査
し
、
業
の
多
寡
に
よ
り
て
各
家
の
醸
造
高
を
一
定
し
、
業
の

783-828頁)4岳五日里子商人に就きでは、中川泉三、日里子商人(近士[1'i講生郡志
及び牧野信之助、「前掲論支」に掠る。
本庄博士、徳川l時代目酒達政策(経済史研究 1.1:2.---8頁〉

3) 
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定
む
る
所
の
珪
石
米
量
及
び
住
所
氏
名
を
詳
記
し
た
る
も
の
印
も
株
札
を
交
付
し
た
。
而
し
て
此
の
株
札
を
有
せ

ぎ
る
も
の
が
造
酒
す
る
こ
ど
を
得
な
か
っ
た
ζ

さ
は
衣
に
掲
h
J
G
寛
文
九
年
正
月
の
A
T
に
よ
り
て
明
で
あ
る
。

『
帳
は
づ
れ
之
酒
屋
、
来
月
朔
日
上
り
典
カ
同
心
指
濯
相
-
-
吹
之
一
、
若
酒

φ
成
と
も
致
一
一
所
持
一
候
は

r
、

可
ニ
申
付
一
候
、
勿
論
清
酒
も
帳
は
づ
れ
之
者
共
は
、
向
後
商
貰
無
用
た
る
べ
し
。

右
之
日
限
前
に
、
酒
不
ν
礎
資
抑
可
レ
申
悦
也
』

清
道
具
と
も
に
取
上
、
其
身
は
曲
事

所
謂
帳
は
づ
れ
之
酒
屋
さ
は
会
簿
じ
登
録
さ
れ
ざ
る
酒
屋
卸
も
株
札
を
有
せ
ぎ
る
も
の
を
一
言
口
ふ
の
で
あ
っ
て
、
爾

来
株
札
を
有
せ
ゴ
る
者
は
一
切
酒
造
す
る
こ
ご
を
得
や
、
唯
酒
株
を
有
し
た
る
も
の
の

4

み
が
泣
酒
の
特
権
を
享
有

し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
酒
造
株
に
ぬ
凡
ぞ
火
の
ム
ハ
間
慨
が
あ
っ
た
。

〈
一
〉
永
・
市
桃
〈
中
山
株
M

明
府
一
〕
一
年
い
れ
剛
山
山
U
3
中
た
る
も
め
で
川
郡
新
若
く
は
翻
意
者
の
な
聖
域
舎
の
列
は
、
之
を
沌
仙
刑
し
た
り
、
或
は
叉
品
川
業
者

命
ず
る
こ
吃
な
く
、
永
久
的
に
某
の
業
を
笹
む
と
と
が
出
来
た
と
と
ろ
の
株
で
あ
る
。

会
一
)
新
規
株
〔
辰
年
御
免
株
)

句
会
。

天
保
三
年
代
官
辻
雷
攻
郎
が
其
の
管
下
所
謂
御
分
五
組
の
た
め
陀
幕
府
に
車
詩
し
で
持
許
を
得
売
る
も
の
で
あ

〈
三
〉
拝
借
株
幕
府
が
料
金
を
徴
し
て
特
に
貨
興
せ
る
も
の
で
あ
る
。
天
保
四
年
三
月
白
令
に
『
今
度
関
八
州
上
酒
御
試
透
上
げ
株
御
料
忍
領
守

祉
領
之
差
別
な
〈
御
貸
波
之
儀
被
ニ
仰
尚
一
候
問
、
勝
手
議
中
増
遁
又
は
無
株
陀
て
酒
遁
致
し
、
首
時
相
休
居
難
儀
致
し
候
も
の
有
レ
之
候
は

Y
、

早
ム
可
取
調
可
』
一
差
出
一
、
冥
加
金
は
年
々
金
三
分
以
上
、
株
金
は
初
年
に
限
り
百
石
に
付
金
十
爾
建
出
し
、
株
返
上
之
節
は
株
金
業
戻
候
事
』
ー
と
あ

る
。
所
調
関
八
州
上
酒
御
試
遣
と
は
寛
政
の
始
め
幕
府
御
免
酒
屋
と
稽
ナ
る
も
の
申
包
創
設
し
、
原
料
米
を
貸
典
し
で
醸
造
せ
し
め
た
る
本
の
を
言

ひ
、
上
げ
株
と
は
御
免
酒
屋
が
腐
ナ
る
に
際
し
で
一
向
納
し
た
と
こ
ろ
の
株
を
一
言
ふ
の
で
あ
る
。

(
四
)
清
水
株
寛
政
年
間
播
州
島
上
郡
宮
田
村
田
人
清
水
某
に
新
に
千
八
百
石
の
醸
造
を
許
可
し
、
其
の
株
の
費
買
諜
興
が
禁
ぜ
ら
れ
た
る
も
自

で
あ
る
。

(
五
}
菊
屋
株
(
御
膳
酒
株
)

会
ハ
)
籾
株
来
由
不
詳

奈
夏
目
、
酒
家
菊
尾
治
郎
左
衛
門
の
有
ナ
る
も
の
で
、
之
も
費
買
譲
興
が
禁
ず
b
れ
で
居
た
。

設

徳
川
時
代
の
工
業
主
商
業
資
本

五
七

第
三
十
一
巻

第
五
時
机

苑

六
七

1322頁巻
頁

頁
料
一

句
・
見
'
旬

、
演
、

誌
経
誌

草
政
平

沼
財
泊

酒
木
酒

灘
日
灘
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〆、，

J

2
司

J

A
守
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株
札
の
載
は
殆
ん
J
J

」
一
定
さ
れ
、
誰
し
も
自
由
に
新
規
に
酒
造
を
維
饗
す
る
こ
さ
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
新
規

に
酒
造
を
同
始
せ
ん
ざ
す
れ
ば
、
勢
ひ
酒
造
株
を
買
牧
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
万
来
高
泊
三
年
九
月
の
令

に
は
『
一
、
諸
親
類
之
方
へ
酒
屋
譲
り
申
儀
、
堅
停
止
事
。
一
、
借
金
等
之
方
に
、
調
造
具
共
々
請
取
酒
造
申
儀

停
止
之
事
。
』
さ
あ
り
て
、
株
の
譲
渡
は
之
ぞ
禁
じ
た
の
で
あ
る
が
、
正
徳
四
年
の
A
V
仁
、
『
同
支
配
之
内
一
圏
之
内

に
候
得
者
不
レ
及
レ
伺
、
他
人
に
て
も
譲
受
波
御
代
官
に
て
申
付
候
、
支
配
達
又
者
同
支
配
之
内
に
て
も
闘
な
隔
候

譲
受
渡
に
候
は
Y

可
ν
州
事
。
}
と
あ
る
芯
こ
ろ
よ
り
見
れ
ば
、
枇
の
一
譲
渡
は
慨
に
許
輿
さ
れ
る
こ
ぜ
仁
な
っ
允
ゃ
う

で
あ
る
。
併
し
乍
ら
寛
政
一
死
年
λ
月
仁
は
ご
諸
倒
畑
一
民
之
内
、
枇
高
不
=
相
介
、
一
も
多
〈
有
ν
之
跡
じ
付
、
以
球
以

諸
国
一
同
株
高
f
」
申
名
目
を
相
止
め
、
此
度
御
勘
定
所
へ
相
届
候
造
り
酒
屋
之
分
、
永
々
之
株
に
成
候
事
に
て
、

其
株
畳
軒
前
を
実
像
譲
渡
候
儀
は
相
調
た
る
可
く
、
萱
軒
を
何
軒
に
も
分
譲
候
儀
は
不
一
一
相
成
-
候
。
』
さ
令
し
、
更

じ
又
同
五
年
十
月
じ
「
諸
国
じ
て
酒
造
り
候
者
、
相
封
を
臥
酒
造
譲
波
之
義
、
禁
固
限
旬
以
格
別
、
誓
一
領
之
内

に
候
共
、
向
後
共
他
国
之
者
よ
り
譲
受
或
は
他
国
之
者
へ
譲
渡
候
義
、
難
ニ
相
成
-
事
に
候
。
」
さ
令
し
も
、
株
の
譲

渡
に
濁
し
て
種
々
の
制
限
を
加
へ
た
。
か
く
の
如
き
制
限
を
加
へ
た
の
は
主
ざ
し
て
警
察
上
及
び
徴
税
上
の
理
由

に
基
い
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
又
同
業
者
蓮
よ
り
の
強
硬
な
る
排
斥
運
動
が
殺
を
奏
し
た
る
結
果
で
あ
ら
う
こ
ご

は
、
突
の
文
書
に
よ
り
て
想
像
さ
れ
る
。

乍
恐
以
量
日
付
悲
願
上
候

一
桐
生
新
町
酒
造
人
共
御
願
中
上
候
は
同
町
六
町
日
幸
蔵
抱
屋
敷
野
州
足
利
町
平
兵
衛
出
見
せ
い
た
し
新
酒
屋
酒
造
仕
度
由
に
で
右
地
主
宰
蔵
野

州
足
利
郡
板
倉
村
に
で
酒
造
株
を
頁
請
村
役
人
衆
中
止
御
添
朕
申
請
御
願
に
江
戸
表
b
罷
出
候
由
御
領
主
様
に
而
酒
造
被
鴛
仰
付
候
而
は
一
積
場

せ
ま
之
場
所
に
て
前
々
よ
り
造
来
候
酒
屋
英
難
儀
至
極
仕
候
殊
に
雨
三
ヶ
年
以
来
は
造
方
も
三
分
一
に
一
被
鴛
仰
付
候
上
に
右
新
酒
屋
出
来
仕
候
而

I322頁

225頁

日木財政経酒史料、巻二
同書、 1325頁
同書、 1329-30頁
同書、 1332頁
本庄博士、経済史研究
矢野家文書
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は
惜
噛
以
忍
共
渡
世
に
も
相
成
抽
雅
美
上
A
Y
キ
之
冥
加
金
御
上
納
に
も
相
障
り
酒
屋
共
一
統
難
儀
至
極
仕
候
間
乍
恐
御
領
主
様
ぬ
御
取
機
被
選
右
顧
之

通
9
御
慾
悲
何
卒
新
酒
屋
、
酒
造
出
来
不
仕
侯
様
波
鴛
仰
付
被
下
誼
措
聞
は

γ
酒
屋
共
一
一
統
難
有
仕
合
に
未
存
侯

高

屋

新

近

江

屋

喜

大

黒

屋

夷

屋
和
白
川
居

寛
政
一
元
年
巳
商
八
万
晦
日

御

役

人

中

様

夫
の
文
書
中
に
わ
る
如
〈
、

享

和

三

年

寅

十

一

周

町

御

役

人

中

様

典文武

兵兵

市蔵衛 i前Jl!J

出
仕
込
又
は
出
様
等
の
名

兵

i者

此
の
出
造
り
等
の
名
義
に
よ
る
分
割
譲
渡
を
禁
止
す
る
た
め
、
天
保
十
三
年
九
月
に
『
諸
国
酒
造
人
の
儀
.
是
迄
酒

造
株
ざ
鳴
来
候
所
、
株
ず
』
唱
候
義
相
止
、
酒
造
穣
マ
」
唱
替
、
冥
加
の
儀
は
是
迄
の
通
居
置
、
且
酒
造
株
引
分
貸
渡

譲
渡
等
難
こ
相
成
-
旨
、
寛
政
度
被
ニ
仰
出
一
候
所
、
出
這
出
穣
等
の
名
目
を
以
、
紛
敷
致
ニ
取
計
-
候
も
の
も
有
ν
之

哉
に
相
聞
候
閥
、
以
後
酒
造
高
引
分
貸
渡
譲
渡
は
勿
論
、
出
造
出
稼
ご
し
て
難
二
相
成
一
候
問
、
主
(
旨
可
v
被
ニ
相
心

得
一
候
。
』
さ
A

ザ
サ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。

然
る
に
幕
府
の
採
り
た
る
此
の
制
限
を
兎
る
る
陀
め
に
、

義
を
以
て
、
思
に
酒
造
株
の
責
貫
一
課
波
ど
行
ふ
」
さ
が
殺
生
し
た
ゃ
う
で
あ
る
ハ

。
。
口

仲
川
町
一
一
町
目
株
前
向
石
川
料
仕
似
脱
出
泊
り
μ
川
忠
一
一
停
泊
法
高
仕
間
布
法
。
高
品
開
り
山
少
分
に
御
牒
供
故
故
松
方
も
相
成
紙
似
依
之
武
百
石
誼
高
相

ぺV

『一一。

瑠
躍
り
申
度
末
願
上
候
尤
忍
方
酒
這
高
四
百
四
拾
泰
一
石
四
分
に
相
成
出
港

P
之
方
然
上
は
拾
分
一
御
役
米
も
雨
方
よ
無
相
逮
御
上
納
(
武
百
サ
四
石

相
成
申
候
)
可
仕
抽
出
御
怒
悲
を
以
御
周
湾
被
下
置
慢
は
ピ
難
有
仕
合
に
奉
存
候
以
上

上

州

山

田

郡

相

生

新

町

酒

造

人

喜

説

徳
川
時
代
目
工
業
と
商
業
資
本

六
七
五

苑

第
三
十
一
巻

第
五
挽

五
九

I335頁巻二
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説

苑

徳
川
時
代
の
工
業
と
商
業
資
本

第
三
十
一
笹

六
七
六

第
五
時
蜘

六
O

次
に
新
規
に
酒
造
業
を
開
始
せ
ん
ざ
す
れ
ば
、
株
を
借
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
尤
寛
政
元
年
八
月
に
「
一
只

今
迄
借
株
に
て
造
酒
い
た
し
候
分
も
有
ν
之
由
相
聞
候
、
右
は
譲
渡
候
共
、
又
は
一
万
株
主
方
へ
差
返
候
共
、
相
封

次
第
可
ν
致
候
、
若
無
ν
稜
子
細
有
v
之
候
は
Y
、
御
料
者
業
所
之
奉
行
御
代
官
、
在
領
者
領
主
地
頭
へ
業
評
申
上

差
闘
可
ν
請
候
、
以
来
新
に
倍
貸
候
儀
は
、
決
而
致
問
敷
候
、
尤
此
皮
相
居
候
摘
屋
之
内
、
譲
波
も
不
ν
致
、
以
来

相
頼
難
ν
成
、
潰
株
に
成
候
義
有
ν
之
舗
は
、
御
料
租
領
土
(
其
節
に
申
立
、
間
屈
之
上
右
明
株
を
引
請
、
新
に
造
酒

始
候
義
は
可
ニ
相
成
】
事
候
。
』
ど
令
し
て
‘
明
株
の
引
受
は
之
な
認
め
北
が
、
株
の
貸
借
は
之
七
禁
止
し
た
。
併
し

乍
ら
事
費
上
林
の
貸
借
は
躍
に
行
は
れ
し
も
の
の
如
〈
、
文
化
十
年
二
月
の
文
書
の
内
に
は
阪
に
「
造
酒
借
り
林
」

な
る
語
も
使
用
さ
れ
て
居
た
。

四

日
野
商
人
の
酒
造
業
経
営

阪
に
誠
一
ぺ
た
る
如
く
、
日
野
商
人
は
元
来
行
商
に
従
事
し
、
其
の
後
行
商
地
の
事
情
に
通
や
る
に
従
ひ
、
業
の

地
へ
出
居
し
て
、
呉
服
・
雑
貨
等
を
販
責
し
、
傍
ら
質
屋
を
経
営
し
た
。
漸
衣
業
の
産
を
成
す
に
従
ひ
、
営
時
最

も
多
大
の
資
本
を
要
し
た
る
醸
造
家
に
商
責
替
え
し
、
遂
に
は
悉
く
の
日
野
商
人
が
醸
造
家
に
成
っ
て
し
ま
っ
た
。

然
る
に
酒
造
家
の
教
は
元
来
酒
造
株
の
設
定
以
来
一
定
し
、
誰
し
も
自
由
に
J

酒
造
家
に
成
り
得
る
も
の
で
な
か
っ

た
か
ら
‘
日
野
商
人
が
酒
造
業
を
麗
勝
目
す
る
じ
就
き
で
は
、
是
非
共
酒
造
株
の
譲
受
又
は
借
請
を
な
さ
ざ
る
そ
得

な
か
っ
た
罪
で
あ
る
。

日
野
商
人
が
酒
造
株
の
一
譲
受
に
よ
り
て
酒
造
業
を
経
轡
し
た
る
一
例
ご
し
て
桐
生
出
庄
の
矢
野
久
左
衛
門
が
同

228頁
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14) ヌド庄博士、経湾史研究



町
の
酒
造
家
よ
り
酒
造
株
を
譲
受
け
た
る
資
料
「
左
に
引
例
し
よ
う
。

資

一
我
等
造
り
来
候
酒
一
元
株
賞
殿
方
拘
相
議
候
慮
貰
正
也
然
る
上
は
御
冥
加
銀
等
は
其
一
元
止
御
上
納
可
被
成
候
此
株
之
儀
に
付
外
よ
り
差
障
P
申
候

者
御
座
候
は
Y
何
方
に
で
も
罷
出
申
開
可
致
候
右
儀
枇
儀
金
子
四
雨
也
燈
に
受
取
申
候
鴛
後
日
之
酒
株
譲
詩
文
品
川
而
知
件

寛

政

三

年

辛
安
十
月
十
九
日
桐

近

江

屋

喜

兵

衛

殿

乍

恐

以

書

付

奉

師

棚

上

候

一
宮
町
三
丁
目
清
次
郎
元
酒
諮
株
私
方
ぬ
譲
詩
申
候
冥
加
錦
之
儀
者
年
々
営
御
屋
敷
様
民
忍
方
止
念
度
御
上
納
可
仕
候

右
之
趣
乍
恐
御
屋
敷
様
h
w
御
披
露
被
成
下
皮
悲
願
上
餓
以
上

桐

生

新

町

三

丁

目

ゑ

ぴ

喜

屋

清

;;x 

員E

寛
政
一
一
一
付
窃
十
一
月

杭l

f主

;丘新

江 l町

屋一
→「

日

衛

喜

兵

中

叉

様

山

治

村

t定

山

入

様

酒
造
株
の
醸
渡
に
就
き
で
は
一
々
幕
府
の
許
可
を
必
要
ざ
し
た
も
の
の
却
〈
、
同
年
十
二
月
三
日
の
日
附
で
、

中
山
、
村
山
雨
入
よ
り
近
江
屋
喜
兵
衛
宛
に
『
酒
造
株
式
引
受
之
儀
願
之
一
通
被
仰
付
候
』
さ
の
許
可
書
が
下
付
さ
れ

た
。
譲
受
人
た
る
近
江
屋
喜
兵
衛
は
日
野
商
人
矢
野
久
左
衛
門
の
桐
生
に
於
け
る
庖
名
で
あ
る
。
矢
野
家
は
寛
延

二
年
よ
り
桐
生
に
出
庖
し
、
始
め
は
主
ご
し
て
質
屋
を
経
緯
白
し
た
が
、
後
に
は
酒
造
、
更
に
後
に
は
醤
油
醸
造
に

従
事
し
、
今
日
に
於
て
は
醸
造
業
の
外
、
雑
貨
卸
商
・
央
脹
庄
を
経
替
し
、
桐
生
第
一
の
商
舗
ざ
な
っ
て
居
る
。

矢
野
家
は
夏
に
酒
造
株
を
借
請
け
て
、
酒
造
苦
言
経
営
し
た
の
で
あ
っ
て
、
其
の
資
料
ざ
し
て
左
の
文
苧
笠
堺

設

，苑

徳
川
時
代
の
工
業
と
商
業
資
本

第
三
十
一
巻

ノ、

七
七

第
五
披

~ 
ノ、

矢野家文書、
同上

r) 
2) 



設

徳
川
時
代
む
工
業
主
商
業
資
本

苑

第
三
十
一
巻

第
五
就

六
七
八

~ 

ノ、

げ
よ
う
。

酒

造

株

借

用

詮

文

之

事

一
高
四
百
石
造
り

此
株
借
用
車
且
ケ
年
代
金
=
一
拾
七
雨
也

右
は
且
且
殿
御
所
持
之
、
酒
造
株
我
等
借
用
い
た
し
貴
殿
代
に
相
成
拾
ヶ
年
季
に
相
定
酒
造
渡
世
い
た
し
候
鹿
賀
正
に
御
感
候
借
用
代
金
之
儀
は
毎
月

時
H
限
割
冊
聞
に
相
納
可
申
候
年
季
相
立
候
上
は
責
殿
い
差
戻
し
可
中
候
高
一
差
滞
候
儀
有
之
候
節
り
加
列
之
者
引
詩
吟
明
貴
殿
い
少
し
も
御
迷
惑

相
懸
け
申
間
敷
焼
魚
後
日
酒
造
株
借
用
申
詮
女
何
而
知
件

慶
熔
四
戊
辰
年
八
月

親 Ml，時

，，!， 

類合・町

久投白害

治 J:宅l 兵

自fi j名 j昔

今

泉

村

丈

m 

殿

日
野
商
人
が
か
く
の
如
く
酒
造
家
に
な
っ
た
に
就
き
で
は
、
其
蕗
に
吾
々
は
明
に
商
業
資
本
又
は
高
利
資
本
の

活
動
を
見
受
る
こ
ご
が
出
来
る
。
即
も
一
冗
来
物
口
問
販
買
を
以
て
其
の
管
業
さ
な
し
た
る
日
野
商
人
が
、
業
の
畑
違

ひ
た
る
酒
造
業
に
轄
業
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
彼
等
の
有
し
た
る
資
本
の
蓮
用
の
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て

彼
等
日
野
商
人
が
酒
造
家
に
轄
業
し
た
る
経
過
を
窺
ふ
に
、
多
〈
は
其
の
貸
借
関
係
の
不
決
梼
に
よ
っ
て
居
る
。

郎
も
始
め
日
野
商
人
は
酒
造
家
に
劃
し
て
其
の
管
業
不
振
等
の
た
め
に
資
本
を
貸
奥
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
貸

金
が
支
挽
期
日
に
完
済
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
ざ
し
て
、
其
の
握
保
ぎ
せ
る
酒
造
経
管
の
家
屋
其
の
他
諸
道
具
を
一

切
引
受
け
古
る
を
得
ぎ
る
こ
さ
に
な
り
て
、
誌
に
止
む
を
得
点
V
酒
造
家
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
葉
の
経
過
を
知
る
た
め
左
の
資
料
を
引
用
し
よ
う
。

書

入

詮

文

之

事

鈴木家女書3) 



一
鴻
家
登
ヶ
所
惣
友
也

一
米
歳
費
ヶ
所
惣
瓦
也

一
一
澗
減
登
ケ
所
板
吹
也

一
見
世
登
ケ
所
板
吹
也

一
別
紙
目
録
之
酒
諸
道
具
一
切

右
免
書
入
と
金
七
拾
雨
借
用
致
悦
所
賀
正
に
御
底
候
然
上
者
償
亥
の
八
月
止
未
の
八
周
迄
年
L

ザ
金
三
雨
宛
八
月
限
に
請
取
可
申
候
都
合
日
九
年
年
分

之
地
代
底
賃
に
て
指
引
相
溌
申
筈
に
相
究
申
銭
高
一
商
貰
不
勝
手
に
て
御
仕
舞
被
成
候
節
は
右
之
金
子
式
拾
府
宅
分
之
御
利
足
を
八
ヶ
年
に
金
七

拾
雨
之
割
を
以
差
引
い
た
し
可
申
候
残
金
無
遅
滞
念
度
返
濁
可
仕
候
若
相
瀞
策
候
は
ピ
右
害
入
之
内
不
建
相
波
し
可
申
候
然
上
は
何
方
h
H

御
引
取

被
成
候
L
Z

ハ
費
捕
に
被
成
俊
共
其
一
一
苅
御
勝
手
次
第
可
波
成
候
其
命
少
も
遠
乱
申
問
敷
院
勿
論
清
純
類
は
不
申
及
協
F
講
無
御
座
健
若
様
合
申
者
有
之

候
は
ピ
加
列
之
者
引
請
何
方
迄
も
罷
出
念
度
申
誇
い
た
し
貴
殿
M
H
小
J

も
御
書
難
掛
け
申
間
敷
候
鴛
後
詮
一
札
の
而
知
件

日

野

屋

太

右

衛

門

殿

右
之
通
相
違
無
御
座
候
依
之
な
共
爾
人
奥
印
仕
候
蔦
一
儀
に
も
御
座
侯
は
ピ
組
合
忍
共
引
請
返
納
可
仕
侯
局
後
日
何
而
奥
印
加
件

安

永

八

支

年

九

月

同

所

大

阪

屋

親

類

新

町
問
所
下
町

但
シ
式
間
半
z
六
間

但
シ
式
問
ュ
四
間

但
シ
五
間
-
一
拾
査
問

但
シ
表
間
口
三
間
三
尺
奥
行
八
間
半

安
永
八
亥
年
九
月

武
州
出
仏
領
行
市
川
下
町

大

阪

屋

借

主
五
人
組

周同同同

日

野

屋

大

右

衛

門

殿

設

第
三
十
一
巻

六
七
九

苑

徳
川
時
代
自
工
業
と
商
業
資
本

四

郎

左

衛

門

伴

恒

四

郎

茂

右

衛

門

勘久十新

左

衛兵

助衛門助

繍大

左

衛市

郎 門

第
五
時
羽

~ 
ノ、



説

徳
川
時
伐
の
工
業
と
商
業
支
木

ノ、

四

第
三
十
一
巻

六
八

O

第
五
段

苑

日
野
屋
太
右
衛
門
は
日
野
商
人
鈴
木
忠
右
衛
門
の
出
居
名
で
あ
っ
て
、
鈴
木
家
の
初
代
は
享
保
頃
よ
わ
日
野
椀

其
の
他
の
国
産
を
閥
東
の
諸
国
へ
持
下
り
、
後
寛
延
一
万
年
よ
り
上
野
圃
境
町
へ
出
庄
し
て
、
酒
造
家
ざ
な
っ
た
。
右

じ
掲
げ
た
る
謹
書
の
如
〈
、
始
め
大
阪
屋
酒
造
庖
へ
貸
金
し
た
る
こ
さ
が
其
の
縁
由
さ
な
り
、
其
の
返
酪
不
能
の

結
果
ご
し
て
、
其
の
州
営
業
J

ゲ
二
切
引
受
け
、
逮
ド
い
行
聞
に
於
て
酒
造
家
ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
家
は
其
の
後
盆

々
繁
築
し
、
三
代
忠
右
衛
門
の
時
に
は
其
の
出
席
数
が
閥
東
地
万
に
二
十
有
齢
も
あ
っ
た
ご
稿
せ
ら
れ
て
居
ム
c

日
野
南
人
が
酒
造
家
さ
な
h

た
る
他
の
経
過
は
究
一
の
如
く
で
あ
る
υ

郎
も
日
野
商
人
は
前
に
謹
ぺ
た
る
如
く
主

ぜ
し
て
其
の
出
席
に
於
て
質
屋
を
経
営
し
穴
。
熱
る
じ
日
野
商
人
の
絞
笹
の
碓
買
な
わ

L
こ
さ
に
よ
り
て
、
漸
次

土
地
の
人
々
よ
り
多
大
の
信
用
を
博
し
.
主
(
の
結
果
附
抵
の
農
民
は
其
の
産
し
た
る
米
佐
安
ん
じ
て
日
野
商
人
の

庖
舗
へ
預
入
れ
、
或
は
そ
れ
を
以
て
資
金
を
融
通
し
て
貰
っ
た
。
ぞ
れ
が
た
め
日
野
南
人
の
出
底
の
倉
庫
に
は
常

に
多
量
の
米
が
保
管
さ
れ
て
居
る
こ
ど
に
な
わ

J

、
結
局
葉
の
米
を
慮
分
す
る
が
た
め
に
、
米
を
保
管
し
た
る
日
野

商
人
は
其
の
米
を
以
て
酒
造
す
る
こ
さ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
韓
以
上
越
ぺ
允
る
二
つ
の
経
過
を
経
て
、
日
野
商
人
は
酒
造
家
に
成
っ
た
の
で
あ
る
が
、
吾
々
は
此
の
経
過

に
於
て
、
商
業
資
本
の
活
動
を
明
に
見
受
け
る
こ
さ
が
出
来
る
。

五

最古

論

在
は
車
に
日
野
商
人
が
酒
造
家
に
成
り
た
る
経
過
の
み
を
窺
ひ
て
、
徳
川
時
代
の
工
業
さ
商
業
資
本
さ
の
関
係

を
明
に
せ
ん
ぎ
し
た
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
他
の
穂
ぺ
て
の
工
業
に
於
て
も
商
業
資
本
の
活
動
は
容
易
に
見
受
け

ら
れ
る

rら
う
。
却
も
徳
川
時
代
に
於
げ
る
汎
ゆ
る
工
業
に
於
て
、
商
人
が
其
の
製
造
工
業
家
に
化
し
た
る
経
過

i'(. I 

八幡商業撃校編、近江商人 '95-200頁
此白書占は矢野由三郎氏の談話による。
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は
容
易
に
観
察
さ
れ
る
だ
ら
う
。
而
し
て
商
人
が
其
の
有
し
た
る
資
本
を
以
て
製
造
工
業
家
に
化
し
た
る
こ
さ
は

取
り
も
直
さ
千
商
人
が
生
産
活
動
上
に
於
て
主
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
る
ζ

さ
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
瓦
に
又
商

人
が
生
産
活
動
否
な
経
済
活
勤
上
に
於
て
主
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
る
こ
之
は
即
も
徳
川
時
代
が
商
業
資
本
主
義

時
代
で
あ
る
さ
稿
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

徳
川
時
代
各
地
に
勃
興
し
た
る
織
物
工
業
平
商
業
資
本
之
の
閉
じ
も
密
接
な
る
閥
係
ぞ
有
し
た
だ
ら
う
ご
い
ふ

世
』
さ
は
底
-L
想
傑
さ
れ
得
。
中
古
，
]
ん
で
め
る
が
、
ぞ
れ
に
閲
す
る
直
接
的
の
資
料
伝
来

r多
く
手
じ
せ
ざ
る
た
め
、

遺
憾
乍
ら
英
の
研
究
は
之
を
他
日
に
譲
り
た
い
。
唯
織
物
工
業
が
商
業
費
本
に
よ
り
て
大
に
勃
興
し
た
だ
ら
う
ざ

い
ふ
叩
ご
が
寝
局
に
一
市
清
お
れ
ゐ
F

}

千
九
は
ゐ
H
U
o
f
れ
は
特
じ
岡
京
地
方
の
時
物
仁
抗
、
U
U

て
脱
嬬
ち
れ
る
ご
こ
ん

で
あ
っ
て
)
邸
ち
近
江
商
人
特
に
日
野
商
人
が
出
庖
し
た
る
地
方
に
於
て
織
物
工
業
が
勃
興
し
た
ご
い
ふ
こ
ご
で

あ
る
。
印
も
関
東
織
物
の
主
産
地
た
る
桐
生
・
足
利
・
伊
勢
崎
・
八
王
寺
を
始
め
干
し
し
、
実
他
大
間
々
・
館
林
・
藤
岡
・
高

崎
・
佐
野
・
秩
父
・
青
梅
・
深
谷
・
川
越
・
行
田
・
富
岡
・
本
荘
・
飯
能
・
厚
木
・
上
野
原
・
小
川
・
小
沼
等
の
織
物
産
地
に
は

早
く
よ
り
近
江
商
人
が
出
庖
し
て
居
町
。
而
し
て
実
の
近
江
商
人
は
殆
ん
ざ
質
屋
を
栄
倍
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

業
の
織
物
生
産
上
に
彼
等
の
費
本
が
運
用
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ
さ
は
一
臆
推
察
さ
れ
る
。
向
又
江
戸
・
大
阪
・
京
都

等
の
大
都
市
に
於
げ
る
近
江
商
人
の
出
底
は
殆
ん
ど
悉
く
呉
服
太
物
を
取
扱
っ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
関
東
地

方
に
於
て
勃
興
し
た
る
織
物
は
、
又
近
江
商
人
の
活
躍
に
よ
ら
て
、
其
の
販
路
を
開
拓
し
得
た
さ
も
断
言
し
得
る
。

か
く
の
加
〈
観
察
す
れ
ば
、
嗣
東
織
物
の
勃
興
は
又
商
業
責
本
に
よ
る
蕗
甚
大
で
ゐ
っ
た
さ
言
は
ざ
る
を
得
な

い
。
向
此
の
問
題
に
就
き
て
は
他
日
改
め
て
之
を
考
究
し
た
い
さ
思
っ
て
居
る
。

説

苑

徳
川
時
代
白
工
業
主
商
業
資
本

第
三
十
一
巻

第
五
競

ー』ノ、

/¥. 
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